
●札幌駅周辺における自転車等放置禁止区域の指定について 

観光都市さっぽろの玄関口である札幌駅周辺は、市内で最も自転車等の放置が著しい地

区となっており、都市景観やバリアフリー環境を損なわせています。 

このため、札幌市では平成 17 年 6 月末までに、札幌駅周辺に約 2,100 台分の駐輪場を新

設・拡大し、約 4,900 台分の駐輪場を確保するとともに、7 月 1 日から同地区を放置禁止

区域に指定します。 

これにより、歩道上などに放置される自転車等の即日撤去が可能となり、安全・安心な

歩行空間が確保されます。 

これからも歩行者と自転車等が共存しながら利用できる道路などの公共空間を創出する

ため、放置自転車等の対策を強化するとともに、駐輪場整備を進めていきます。 

 

１ 自転車利用の現状 

近年、札幌市内での自転車利用については、健康志向や環境にやさしい乗り物として

急速に需要が進んでおり、地下鉄やＪＲの各駅周辺に乗り入れられる自転車の台数は、

平成 5年～15 年の 10 年間で約 1.6 倍の 56,000 台（H16 も同数）となっている。  

これらの一部は路上に放置され、歩道の通行や緊急自動車の救急活動の妨げ、さらに、

“車椅子が通行できない” “点字ブロックがふさがれ安全な通行ができない”といった

状況も問題となっている。 

 

２ これまでの放置自転車等の対策 

『札幌市自転車等の放置の防止に関する条例（平成 8年 4月施行）』に基づき、これま

でに市内の 9区 11 箇所を放置禁止区域に指定し、平成 16 年度から放置自転車等の即日

撤去を行っている。また、平成 16 年 3 月に条例改正（6月施行）を行い、放置禁止区域

以外でも 3日以上放置した自転車等については撤去を行っている。 

 

(1) 平成 16 年度末までの自転車等放置禁止区域          (  )内は駐輪場の収容台数 

地下鉄西28丁目駅周辺   (505) 地下鉄北 12 条駅周辺  (269) 地下鉄環状通東駅周辺  (886) 

地下鉄白石駅周辺     (1,431) 地下鉄新さっぽろ駅周辺 (2,253) 地下鉄中の島周辺      (542) 

地下鉄真駒内駅周辺     (941) 地下鉄琴似駅周辺   (1,624) ＪＲ白石駅周辺      (1,091) 

ＪＲ星置駅周辺         (968) ＪＲ手稲駅周辺     (3,046) 【収容台数計   13,556 台】 

 

(2) 平成 16 年度の撤去状況 

区 分 撤去台数 返還台数（返還率％） 

自転車等放置禁止区域 2,348 台 798 台 （34％） 

上記区域以外 4,233 台 212 台  （5％） 

 

(3) 撤去自転車等返還手数料の徴収 

平成 17 年 4 月から、撤去自転車等の返還時に、自転車 1,000 円、原動機付自転車

2,000 円を徴収。 

 



３ 札幌駅周辺の自転車等放置禁止区域および駐輪場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          －自転車等放置禁止区域 

 

番号 名   称 台数 

① 札幌駅北口駐車場西棟 300 

② 札幌駅北口駐車場東棟 600 

③ 北６西２高架下駐車場 105 

④ 北６西１駐車場 444 

⑤ 札幌駅５・５駐車場（新設） 620 

⑥ 北４西３北側路上第１駐車場 40 

⑦ 北４西３北側路上第２駐車場 45 

⑧ 北５西２南側路上駐車場 90 

⑨ 北５西１暫定駐車場（拡張） 2,200 

⑩ 北４西５西側路上駐車場 23 

⑪ 北４西５東側路上駐車場 88 

⑫ 北４西２南側路上第１駐車場 36 

⑬ 北４西２南側路上第２駐車場 30 

⑭ 北４西１南側路上第１駐車場 48 

⑮ 北４西１南側路上第２駐車場 41 

⑯ 札幌桑園停車場緑道路上駐車場 200 

合  計 4,910  

 

４ 自転車等放置禁止実施日 

  平成 17 年 7 月 1 日から 

※ 6 月 27 日から施行日を挟み、1週間程度街頭啓発を実施。その後、警告のうえ撤去

を開始する。 

 

５ 今後のスケジュール 

(1) 放置禁止区域の拡大 

平成 17 年 8 月、地下鉄月寒中央通駅に駐輪台数 320 台の駐輪場を新設し、同区域を

放置禁止区域に指定する。 

また、自転車放置の状況と駐輪場の整備状況を見ながら放置禁止区域を拡大する。 

(2) 駐輪場の有料化 

平成 17 年 3 月『札幌市自転車等駐車場条例』の制定により、札幌駅周辺の駐輪場を

平成 17 年 10 月 1 日から有料化する。利用料金は、自転車１カ月定期利用の場合で、

一般 1,000～1,500 円。一時利用の場合は 1 回 24 時間につき 100 円。そのほか、3 カ

月、シーズン利用あり。 

問い合わせ先 
  建設局管理部道路管理課：片野 
        電話 ２１１－２４５２ 
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